
○
法
務
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
七
件
）

５０
　

４９　 　２０
１
4

１
3

５

４
番
号

証
人
等
の
被
害
に
つ
い
て
の
給
付
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

司
法
書
士
法
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処
理
の
円
滑

化
の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
案

供
託
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案 件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

参
" " " " "

衆 先議院

三
、
一

三
、
一

二
、
八

一
、
二
九

六〇
、一、
二
九

一二
、一二

五九
、一二
、一二 提

　
出

月
　
日

三
、
五

三
、
一

（
予
）

三
、
五

（
予
）

一
、
二
九

（
予
）

六〇、
一
、
二
九

　
　
（
予
）

一二
、一二（

予
）

五
九
、一二、一
二

　
　
（
予
）

委
員
会

付
　
　
託 参

　
　
　
議
　
　
　
院

　
　
　
四
、
一
六

可
　
　
決

　
　
五
、三〇

可
　
　
決

　
　
四
、
二
三

可
　
　
決

　
　三、二
八

可
　
　
決

六〇
、
三
、
二
八

可
　
　
決

　
　一二
、二〇

可
　
　
決

　
五
九
、一二
、二〇

可
　
　
決

委
員
会

議
　
　
決

　
　
　
四
、
一
七

可
　
　
決

　
　
　
五
、
三一

可
　
　
決

　
　
　
四
、
二
四

可
　
　
決

　
　
　三、二
九

可
　
　
決

六〇、
三
、
二
九

可
　
　
決

　
　一二、二一

可
　
　
決

　
五
九
、一二
、二一

可
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

三
、
一

（
予
）

三
、
一

二
、
八

一、三一

六〇
、
一
、
三
一

一
二
、一二

五
九
、
一二、一
二

委
員
会

付
　
　
託 衆

　
　
　
議
　
　
　
院

　
　
五
、
一
七

可
　
　
決

　
　
四
、
一
九

可
　
　
決

　
　
　
四
、
九

可
　
　
決

　
　
　
三
、
八

可
　
　
決

六〇
、
三
、
八

可
　
　
決

　
　一二、一
八

可
　
　
決

　五九
、一二、一八可

　
　
決

委
員
会

議
　
　
決

　
　
五、二一

可
　
　
決

　
　
　
四
、
二
三

可
　
　
決

　
　
　
四
、
一
一

可
　
　
決

　
　
　
三
、
九

可
　
　
決

六〇、三
、
九

可
　
　
決

　
　一二
、
一
九

可
　
　
決

五
九、一二、一九可

　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

備
　
　
　
　
　
考



本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
四
件
）

1
0
1
国
会

　
1
7

1
0
1
国
会

　
1
0

1
0
1
国
会

6

７
番
号

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案 刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案 集
団
代
表
訴
訟
に
関
す
る
法
律
案

人
事
訴
訟
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

橋
本
敦
君

外
　
　
一
　
　
名

　
　
　
（
七
、二〇
）

寺
田
熊
雄
君

外
　
二
　
名

　
　
　
（
五
、一〇
）

飯
田
忠
雄
君

外
　
　
一
　
　
名

　
　
（
五
九
、
四
、
二〇
）

飯
田
忠
雄
君

外
　
　
一
　
　
名

　
　
（六〇
、
五
、
一
六
）

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

六〇
、
五
、

二〇

予
備
送

付
月
日

衆
へ
提

出
月
日

七
、二〇

五
、一〇

五
九
、
四
、二〇

六〇
、
五
、
一
六

委
員
会

付
　
　
託

参
　
　
　
議
　
　
　
院

継
　
続
　
審
　
査

継
　
続
　
審
　
査

継
　
続
　
審
　
査

継
　
続
　
審
　
査

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

六〇
、
五
、
二〇

　
　
　
　
（
予
）

委
員
会

付
　
　
託

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

備
　
　
考

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

備
　
　
考

７

工
場
抵
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

近
藤
鉄
雄
君

外
　
　
七
　
　
名

　
　
（六〇
、
三
、
五
）

六〇
、
三
、
六

六〇

、
五
、
二
八

六〇、
三
、
八

　
　
　
　
（
予
）

　六〇
、
六
、一
三

可
　
　
決

　六〇
、
六
、
一
九

可
　
　
決

六〇
、
三
、
六

　
六〇、
五
、
二
四

修
　
　
正

　六〇
、
五
、
二
八

修
　
　
正



裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
四
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
裁
判
官

　
に
つ
い
て
も
、
一
般
の
政
府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
報
酬
月
額

　
の
改
定
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り

　
で
あ
る
。

　
一
、
最
高
裁
判
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
及
び
高
等
裁
判
所
長
官

　
　
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
特
別

　
　
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す

　
　
る
。

　
二
、
判
事
、
判
事
補
及
び
簡
易
裁
判
所
判
事
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、

　
　
お
お
む
ね
そ
の
額
に
お
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
一
般
職
の
職
員
の

　
　
俸
給
の
増
額
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

　
三
、
以
上
の
改
定
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
つ
て

　
　
行
う
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委

員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
両
法
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
こ
の
例
に

準
じ
て
裁
判
官
及
び
検
察
官
の
給
与
の
改
定
を
行
お
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
裁

判
官
の
任
命
手
続
、
裁
判
官
の
報
酬
の
相
当
な
る
額
の
意
味
、
人
事

院
勧
告
制
度
の
尊
重
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
の
後
、
柳
澤
委
員
よ
り
、
昭
和
五
十
九
年
度
の
人
事
院
勧
告

の
内
容
に
倣
っ
て
裁
判
官
及
び
検
察
官
の
給
与
を
改
善
す
る
趣
旨
の

修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
政
府
か
ら
は
同
案
に
対
し
賛
成
し

が
た
い
旨
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を
代
表
し
て
寺
田
理

事
よ
り
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
飯
田
理
事
よ
り
、
日
本

共
産
党
を
代
表
し
て
橋
本
委
員
よ
り
、
ま
た
、
中
山
委
員
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
修
正
案
賛
成
、
原
案
反
対
の
意
見
が
表
明
さ
れ
、
自
由
民
主

党
・
自
由
国
民
会
議
を
代
表
し
て
小
島
理
事
よ
り
、
修
正
案
反
対
、

原
案
賛
成
の
意
見
が
表
明
さ
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
両
修
正
案
は
賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
、

両
法
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決



定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
五
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
検
察
官

に
つ
い
て
も
、
一
般
の
政
府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
俸
給
月
額

の
改
定
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
の
俸
給
に
つ
い
て
は
、
お

　
お
む
ね
国
務
大
臣
そ
の
他
の
特
別
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準

　
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

二
、
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
そ
の
額
に

　
お
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
一
般
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準
じ

　
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

三
、
以
上
の
改
定
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
つ
て

　
行
う
。

委
員
長
報
告

　
　
八
九
ペ
ー
ジ
参
照

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
三
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
迅
速
な
処
理

を
図
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
司
法
行
政
事
務
を

簡
素
能
率
化
す
る
こ
と
に
伴
い
、
裁
判
所
職
員
の
定
員
を
改
め
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
判
事
の
員
数
を
九
人
増
員
し
千
三
百
四
十
四
人
に
改
め
る
。

二
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
二
人
減
員
し
二
万
千

　
三
百
四
十
三
人
に
改
め
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
下

　
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
迅
速
な
処
理
を
図
る
た
め
、
判
事



の
員
数
を
九
人
増
加
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
の
司
法
行
政
事
務
を

簡
素
化
し
、
能
率
化
す
る
こ
と
に
伴
い
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の

職
員
の
定
員
を
二
人
減
少
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
供
託
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
国
の
財
政
の
現

状
に
か
ん
が
み
、
国
の
歳
出
の
縮
減
を
図
る
た
め
、
引
き
続
き
昭
和

六
十
五
年
度
ま
で
供
託
金
に
利
息
を
付
す
る
こ
と
を
停
止
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
便
宜
、
以
上
の
二
法
案
を
一
括
し
て

審
議
し
、
裁
判
官
及
び
裁
判
官
以
外
の
職
員
の
充
足
状
況
、
司
法
修

習
生
の
裁
判
官
志
望
者
数
の
減
少
の
理
由
と
対
策
、
少
年
事
件
の
増

加
状
況
と
そ
の
対
策
、
供
託
金
に
利
息
を
付
す
る
必
要
性
、
引
き
続

き
利
息
を
付
す
る
こ
と
を
停
止
し
よ
う
と
す
る
に
至
っ
た
国
の
財
政

の
現
状
、
利
息
停
止
期
間
の
今
後
の
見
通
し
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行

わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
橋
本
委
員
よ
り
、
二
法
案
に
つ
い
て
反
対
の
意
見
が
表
明

さ
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
二
法
案
を
順
次
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
多
数
を
も
っ

て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

供
託
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
四
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
国
の
歳
出
の
縮
減
を
図
る
た
め
、
引
き
続
き
昭
和

　
六
十
五
年
度
ま
で
供
託
金
に
利
息
を
付
す
る
こ
と
を
停
止
し
よ
う
と

　
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
九
〇
ペ
ー
ジ
参
照

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処
理
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置

等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
〇
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
登
記
事
務
の
処
理
の
状
況
に
か
ん

　
が
み
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
導
入
に
よ
る
そ
の
処
理
の
円
滑
化
を

　
図
る
た
め
の
所
要
の
措
置
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

　
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
登
記
所
に
お
い
て
は
、
登
記
簿
に
記
載

　
　
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
登
記
フ
ァ
イ



　
ル
に
記
録
し
、
何
人
で
も
、
登
記
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る

　
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

　
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
書
面
は
、
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に

　
つ
い
て
は
、
登
記
簿
の
謄
本
又
は
抄
本
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

二
、
国
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
登
記
を
行
う
制
度
そ
の

　
他
の
登
記
事
務
を
迅
速
か
つ
適
正
に
処
理
す
る
体
制
の
確
立
に
必

　
要
な
施
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
登
記
事
務
の
処
理
の
状
況
に
か
ん

　
が
み
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
導
入
に
よ
る
そ
の
処
理
の
円
滑
化
を

　
図
る
た
め
の
所
要
の
措
置
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

　
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

　
　
第
一
に
、
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
登
記
所
に
お
い
て
は
、
登
記
簿

　
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
っ
て
登
記
フ

　
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
何
人
で
も
、
登
記
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い

　
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
書
面
は
、
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
登
記
簿
の
謄
本
又
は
抄
本
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
第
二

に
、
国
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
登
記
を
行
う
制
度
そ
の

他
の
登
記
事
務
を
迅
速
か
つ
適
正
に
処
理
す
る
体
制
の
確
立
に
必
要

な
施
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
等
で
あ
り
ま

す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
の
計
画

と
費
用
負
担
、
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
性
と
事
故
防
止
体
制
、
職
員
の
研

修
と
健
康
管
理
、
閲
覧
制
度
等
に
つ
い
て
質
疑
が
重
ね
ら
れ
た
ほ
か
、

参
考
人
の
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
が
、

そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
橋
本
委
員
よ
り
反
対
の
意
見
が
表
明
さ
れ
、
続
い
て
、
日

本
社
会
党
を
代
表
し
て
寺
田
理
事
よ
り
賛
成
の
意
見
が
表
明
さ
れ
ま

し
た
。

　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
寺
田
理
事
よ
り
、
登
記
事
務
処
理
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
に
当
た
っ
て
人
員
の
確
保
、
施
設
の
改
善
等
に

配
慮
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
、



日
本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
・
国
民
連
合
及
び
中

山
委
員
共
同
提
案
に
係
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を

も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

司
法
書
士
法
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
四
九
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
司
法
書
士
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
の
自
主
性
の
強

　
化
を
図
る
と
と
も
に
、
官
公
署
等
が
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
に
関

　
し
て
行
う
不
動
産
の
登
記
の
嘱
託
等
の
登
記
手
続
の
適
正
化
を
図
ろ

　
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
司
法
書
士
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
の
登
録
は
、
日
本
司
法
書
士

　
　
会
連
合
会
及
び
日
本
土
地
家
屋
調
査
士
会
連
合
会
が
行
う
も
の
と

　
　
す
る
。

　
二
、
一
定
の
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
に
登
録
の
拒
否
又
は
取

　
　
消
し
を
し
よ
う
す
る
と
き
は
、
登
録
審
査
会
の
議
決
に
基
づ
い
て

　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

　
三
、
登
録
の
拒
否
又
は
取
消
し
を
受
け
た
が
そ
の
処
分
に
不
服
が
あ

　
る
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
行
政
不
服
審
査
法

　
に
よ
る
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四
、
法
務
大
臣
は
、
登
録
事
務
に
関
し
、
連
合
会
に
対
し
、
報
告
を

　
求
め
、
又
は
、
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

五
、
司
法
書
士
会
又
は
土
地
家
屋
調
査
士
会
の
会
則
の
変
更
の
う
ち
、

　
会
費
に
関
す
る
規
定
の
変
更
等
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
の
認
可

　
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

六
、
官
公
署
等
が
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
に
関
し
て
行
う
不
動
産

　
の
登
記
の
嘱
託
等
の
手
続
の
適
正
か
つ
迅
速
な
実
施
に
寄
与
す
る

　
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
司
法
書
士
又
は
土
地
家
屋
調
査
士
を
社
員

　
と
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
社
団
法
人
が
当
該
嘱
託

　
等
に
係
る
事
務
を
受
託
し
て
こ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

　
の
と
す
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
す
る
。

七
、
所
要
の
罰
則
の
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
罰
金
及
び
過
料
の

　
多
額
を
引
き
上
げ
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
一
年
を

　
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
た
だ
し
、
社
団
法
人
制
度
の
創
設
に
関
す
る
規
定
並
び
に
罰
則
に

　
関
す
る
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た

　
日
か
ら
施
行
す
る
。



委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
員

　
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
司
法
書
士
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
の
自
主
性
の
強

　
化
を
図
る
と
と
も
に
、
官
公
署
等
が
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
に
関

　
し
て
行
う
不
動
産
の
登
記
の
嘱
託
等
の
登
記
手
続
の
適
正
化
を
図
ろ

　
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

　
あ
り
ま
す
。

　
　
第
一
に
、
司
法
書
士
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
の
登
録
は
、
日
本
司

　
法
書
士
会
連
合
会
及
び
日
本
土
地
家
屋
調
査
士
会
連
合
会
が
行
う
も

　
の
と
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
一
定
の
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由

　
に
登
録
の
拒
否
ま
た
は
取
り
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
登
録

　
審
査
会
の
議
決
に
基
づ
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

　
と
。
第
三
に
、
法
務
大
臣
は
、
登
録
事
務
に
関
し
、
日
本
司
法
書
士

　
会
連
合
会
及
び
日
本
土
地
家
屋
調
査
士
会
連
合
会
に
対
し
、
報
告
を

　
求
め
、
ま
た
は
、
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
第

　
四
に
、
司
法
書
士
会
ま
た
は
土
地
家
屋
調
査
士
会
の
会
則
の
変
更
の

　
う
ち
、
会
費
に
関
す
る
規
定
の
変
更
等
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
の

　
認
可
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
第
五
に
、
官
公
署
等
が
公
共

　
の
利
益
と
な
る
事
業
に
関
し
て
行
う
不
動
産
の
登
記
の
嘱
託
等
の
手

続
の
適
正
か
つ
迅
速
な
実
施
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
司

法
書
士
ま
た
は
土
地
家
屋
調
査
士
を
社
員
と
す
る
民
法
第
三
十
四
条

の
規
定
に
よ
る
社
団
法
人
が
当
該
嘱
託
等
に
係
る
事
務
を
受
託
し
て

こ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
制
度
を
創
設
す
る
こ

と
と
す
る
こ
と
。
第
六
に
、
所
要
の
罰
則
の
規
定
を
設
け
る
と
と
も

に
、
罰
金
及
び
過
料
の
多
額
を
引
き
上
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
で

あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
登
録
審
査
会
の
構
成
、
自
主
性
の
強

化
と
懲
戒
権
の
付
与
、
会
則
の
変
更
、
公
共
嘱
託
登
記
受
託
組
織
の

法
人
化
の
理
由
、
同
法
人
の
業
務
範
囲
及
び
理
事
会
の
構
成
、
受
注

に
際
し
て
の
競
合
関
係
等
に
つ
い
て
質
疑
が
重
ね
ら
れ
ま
し
た
ほ
か
、

参
考
人
の
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
が
、

そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
別
に
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結

果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
寺
田
理
事
よ
り
、
両
連
合
会
の
自
主

性
の
確
保
、
公
共
嘱
託
登
記
受
託
法
人
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
が

な
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
、
自
由
民
主
党
・
自

由
国
民
会
議
、
日
本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
日
本
共
産
党
、



民
社
党
・
国
民
連
合
及
び
中
山
委
員
共
同
提
案
に
係
る
附
帯
決
議
案

が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と

に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

証
人
等
の
被
害
に
つ
い
て
の
給
付
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
（
閣
法
第
五
〇
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
国
選
弁
護
人
又
は
そ
の
近
親
者
が
国
選
弁
護
人
の

　
職
務
の
遂
行
に
関
し
て
他
人
か
ら
そ
の
身
体
又
は
生
命
に
害
を
加
え

　
ら
れ
た
場
合
に
、
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
に
対
し
て
国
に
お
い
て
療

　
養
そ
の
他
の
給
付
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
証
人
等
の
被
害
に
つ
い
て
の
給
付

　
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
国
選
弁
護
人
が
そ
の
職
務
を
行
い
、
ま
た
は
行
お

　
う
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
選
弁
護
人
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
、
直

系
血
族
も
し
く
は
同
居
の
親
族
が
、
他
人
か
ら
そ
の
身
体
ま
た
は
生

命
に
害
を
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
国
に
お
い
て
療
養
給
付
、
傷
病
給

付
、
障
害
給
付
、
遺
族
給
付
、
葬
祭
給
付
ま
た
は
休
業
給
付
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
国
選
弁
護
人
関
係
を
単
独
立
法
と
せ

ず
本
法
の
一
部
改
正
と
し
た
理
由
、
国
選
弁
護
人
の
選
任
及
び
解
任
、

被
害
給
付
の
要
件
、
給
付
金
額
の
算
定
の
根
拠
、
国
選
弁
護
人
報
酬

の
増
額
等
に
つ
い
て
質
疑
が
重
ね
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会

議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を

代
表
し
て
寺
田
理
事
よ
り
賛
成
の
意
見
が
表
明
さ
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

工
場
抵
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
七
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
事
業
の
振
興
に
資
す

る
た
め
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
目
的
に
使
用
す
る
場
所
を
工



場
抵
当
法
に
お
け
る
工
場
と
み
な
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
事
業
の
振
興
に
資
す

　
る
た
め
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
目
的
に
使
用
す
る
場
所
を
工

　
場
抵
当
法
に
お
け
る
工
場
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
議
員
提
案
と
な
っ
た
理
由
、
有
線
テ

　
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
の
現
状
及
び
今
後
の
見
通
し
、
担
保
価
値
と

　
そ
の
実
効
性
等
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

　
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
法
律
案
に
対

　
し
、
日
本
社
会
党
を
代
表
し
て
寺
田
理
事
よ
り
賛
成
の
意
見
が
表
明

　
さ
れ
ま
し
た
。
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を

　
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。




